
 

 

令和元年第２回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会 

における議決結果等について 

 

１ 令和元年第２回東京都後期高齢者医療広域連合議会定例会の議決結果について 

（１） 開 催 日 令和元年１１月２２日（金） 

（２） 議  案  

議案 

番号 
件  名 概   要 議決結果 

同 意 

第５号 

東京都後期高齢者医療広域

連合副広域連合長の選任の

同意について 

市の長から選任されている副広域連合長

が、令和元年９月７日に市長の任期が満了

したため、再任の同意を求める。 

同 意 

認 定 

第１号 

平成３０年度東京都後期高

齢者医療広域連合一般会計

歳入歳出決算の認定につい

て 

平成３０年度東京都後期高齢者医療広域

連合一般会計決算について認定を求める。 
 

歳入決算額    6,932,563,821 円 

歳出決算額    6,850,284,630 円 

差 引 額      82,279,191 円 

資料１のとおり 

認 定 

認 定 

第２号 

平成３０年度東京都後期高

齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

平成３０年度東京都後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療特別会計決算につい

て認定を求める。 
 

歳入決算額  1,385,860,958,208 円 

歳出決算額  1,346,245,559,972 円 

差 引 額    39,615,398,236 円 

資料１のとおり 

認 定 

議 案 

第７号 

令和元年度東京都後期高齢

者医療広域連合一般会計補

正予算（第１号） 

平成３０年度決算の確定に伴う整理を行

う。 

一般会計補正予算額  1,418,329 千円 

（補正後額 6,528,951 千円) 

原案可決 

議 案 

第８号 

令和元年度東京都後期高齢

者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第

１号） 

平成３０年度決算の確定に伴う整理を行

う。 

特別会計補正予算額  34,167,772 千円 

(補正後額 1,427,627,691 千円） 

原案可決 
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議案 

番号 
件  名 概   要 議決結果 

議 案 

第９号 

東京都後期高齢者医療広域

連合会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条

例 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律（平成２９年法律第２９号）の

施行に伴い、会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する事項について定める。 

原案可決 

議 案 

第 10 号 

地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の

施行に伴う東京都後期高齢

者医療広域連合関係条例の

整備に関する条例 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律（平成２９年法律第２９号）の

施行により、会計年度任用職員制度が創設

されたことに伴い、関係条例を整備する。 

原案可決 

議 案 

第 11 号 

地方公務員法の改正に伴う

東京都後期高齢者医療広域

連合関係条例の整備に関す

る条例 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和元年法律第３７号）に

より、地方公務員法が改正されたことに伴

い、関係条例の整備を行う。 

原案可決 

 

２ 令和２・３年度東京都後期高齢者医療保険料率の改定について 
 

（１）令和２・３年度東京都後期高齢者医療保険料率の算定案について 

資料２のとおり 
 

（２）今後のスケジュール 

令和２年１月下旬    令和２年第１回広域連合議会定例会 

（最終案「令和元年１２月末の診療報酬改定等を見込み算定されたも

の」を新保険料率として定める広域連合条例改正案の議決） 
 

２月１２日  生活福祉委員会 

（令和２年第１回広域連合議会定例会における議決結果等の報告） 

２月下旬    令和２年第１回区議会定例会 

～３月下旬 （保険料率改定に伴う広域連合規約改正案） 
 

    ４月１日  新保険料率の適用 

以   上 



































































　

4,127円

H30・31年度

9.82% 1.02ﾎﾟｲﾝﾄ 11.6%

97,127円 109,309円 12,182円 12.5%

8.80%

900円 2.1%

（８） 区市町村の予定収納率を 「98.30%」 とした。

4.3%

所得割率 8.80% 8.81% 0.01ﾎﾟｲﾝﾄ 0.1%

国通知に基づく所得係数等の変更

保健事業と介護予防の一体的実施に伴う経費

47,600円

101,254円

均等割額 43,300円 44,200円

R2・3年度 増減 増減率

4,300円 9.9%

所得割率

約4億円

（６） 国の保険料軽減特例については、現在公表されている見直し内容によった。

（３） 後期高齢者負担率は厚労省通知から 「11.39%」 と推計した。

（５） 被保険者の所得の伸び率は、令和元年6月の確定賦課時点の保険料算定
所得を踏まえ 「-1.16％」とした。

97,127円一人当たり
平均保険料額

一人当たり医療給付費の伸び

　次の特別対策を継続（経費は2か年分）

（１） 被保険者数は、令和２年度を 「159.7万人」、
令和３年度を 「160.9万人」 と推計した。

区市町村負担金合計

215億円
（2か年分）

（４） 調整交付金算定に用いる所得係数は 「1.61」 と推計した。このため、均等割
額と所得割額の賦課割合は 「38.31 ： 61.69」 となる。

（２） 一人当たり医療給付費の伸び率は 「0.33%」 と推計した。

診療報酬の改定

　　・財政安定化基金拠出金

　　・保険料未収金補塡

0億円

約63億円

　所得割額独自軽減

平成30・令和元年度の財政収支に係る剰余金を 「150億円」 と見込んだ。（７）

（１）

（２）

（３）

（４）

今後、国から示される診療報酬の改定等を見込んだ最終案が作成される。

　　・葬祭事業

　　・審査支払手数料

約82億円

約66億円

　４項目の特別対策 計211億円

H30・31年度 R2・3年度 増減 増減率

43,300円均等割額

一人当たり
平均保険料額

令和２・３年度東京都後期高齢者医療保険料率の算定案（概要）について 

算定案（４項目に一般財源を投入） 

区市町村の一般財源を投入しない 

特別対策なし（政令どおり）で算定した場合 

資料２ 

令和元年12月 東京都後期高齢者医療広域連合資料から抜粋 

今後想定される保険料率の増減要因 

算定案算定時の設定条件 



・財政安定化基金拠出金を除く特別対策３項目
　と所得割額軽減策に一般財源を投入すること
　とした。

・保険料抑制のため、財政安定化基金145億円
　を取り崩すこととした。

・財政安定化基金拠出金を除く特別対策３項目
　と所得割額軽減策に一般財源を投入すること
　とした。

・剰余金84億円のほか、保険料抑制のため、
　財政安定化基金145億円を充当することと
　した。

・財政安定化基金拠出金を除く特別対策３項目
　と所得割額軽減策に一般財源を投入すること
　とした。

・剰余金180億円を収入として計上することと
　した。

4.3％

令和２年度 令和３年度

13,200円（4,600円） 13,200円（4,600円）

16,500円（3,500円） 19,800円（6,800円）

76,000円

60,300円 71,000円

25,700円 31,100円

60,200円

68,700円 84,400円

13,000円

34,800円

85,600円

78,000円

94,200円

対前期比 4.2％
平成３０年度 平成３１年度

8,600円4,200円

-1.7％

平成２８年度 平成２９年度

4,200円 4,200円

平成３０・３１年度

２
人
世
帯

平成２８・２９年度

４項目特別対策と所得割額独自軽減策に
一般財源を投入（２年間実施）

保険期間

４項目特別対策と所得割額独自軽減策に
一般財源を投入（２年間実施）

平成２６・２７年度

条　件

173万円

168万円

区市町村負担額
（２年分）

平均保険料額

単
身

25,500円

192.5万円

211万円

４項目特別対策と所得割額独自軽減策に
一般財源を投入（２年間実施）

0.79ポイント前期比増減

均等割額

8.98％

2,100円

所得割率

200円

保険料率
42,200円

所得割率均等割額所得割率 均等割額

97,127円
（平成30年1月最終案）

8.80％42,400円

900円

9.07％

95,492円
（平成28年1月最終案）

約２１１億円
【特別対策合計２０７億円＋所得割軽減約３.６億円】

約２０２億円
【特別対策合計１９９億円＋所得割軽減約３.４億円】

97,098円
（平成26年1月最終案）

約２０４億円
【特別対策合計２０１億円＋所得割軽減約３.４億円】

限度額到達所得※３

211万円

5,817,000円 6,554,000円

※１：収入額は年金収入、２人世帯は、本人の年金収入と配偶者の収入80万円の場合を想定。（　）は対令和元年度比。
※２：調整交付金交付調整分とは、普通調整交付金の減額調整分を補填するため保険料算定経費となる分。
※３：賦課限度額に到達する賦課のもととなる所得金額。

68,200円

５７万円

収
入
別
保
険
料
額
※1

5,878,000円

59,800円

6,300円

59,900円

4,300円

備　考

・財政安定化基金の残額が十分に見込めるため、
　財政安定化基金拠出金を除く特別対策３項目
　と所得割額軽減策に一般財源を投入する。

・剰余金150億円を収入として計上する。

保険料算入経費
の構成図

（金額は２年分）

6,536,000円

6,300円 10,400円

令和２・３年度

算定案

賦課限度額 ５７万円 ６２万円

４項目特別対策と所得割額独自軽減策に
一般財源を投入（２年間実施）

均等割額 所得割率

44,200円 8.81％

900円 0.01ポイント

約２１５億円
【特別対策合計２１１億円＋所得割軽減約４億円】

101,254円

35,300円（500円）

86,400円（800円）

78,900円（900円）

95,200円（1,000円）

６２万円

80万円

-0.27ポイント

43,300円

0.09ポイント

1.7％

保険料に算入 

一般財源で対応 

令和元年12月 東京都後期高齢者医療広域連合資料から抜粋 

※医療給付費＝賦課総額－

調整交付金交付調整分※２－

健診事業 

令和２・３年度保険料率（算定案）と過去の保険料率等比較表 

未収金補塡分
62億円

葬祭費
78億円

健診事業
32億円 ※医療給付費

(保険料割当分）

2,323億円

調整交付金
交付調整分
919億円

審査支払
手数料
59億円

財政安定化
基金拠出
0億円

賦課総額 3,274億円

未収金補塡分
64億円

葬祭費
80億円

健診事業
37億円 ※医療給付費

(保険料割当分）

2,632億円

調整交付金
交付調整分
875億円

審査支払
手数料
63億円

財政安定化
基金拠出
0億円

賦課総額 3,544億円

未収金補塡分
63億円

葬祭費
82億円

健診事業
37億円 ※医療給付費

(保険料割当分）

2,793億円

調整交付金
交付調整分
873億円

審査支払
手数料
66億円

財政安定化
基金拠出
0億円

賦課総額 3,703億円

未収金補塡分
63億円

葬祭費
74億円

健診事業
29億円 ※医療給付費

(保険料割当分）

2,270億円

調整交付金
交付調整分
856億円

審査支払
手数料
64億円

財政安定化
基金拠出
0億円

賦課総額 3,155億円


